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令和５年 10 月 19 日 

 

各都道府県税務担当部局  

各都道府県市区町村担当部局 

 

 

総務省自治税務局市町村税課 
 

 

国税における申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しについて 

（周知依頼） 

 

 

平素より国と地方団体との税務行政運営上の協力につきましては、御理解と御協力を

頂き、深く感謝申し上げます。 
この度、別添のとおり、国税庁より、令和７年１月以降、税務署において、書面で提

出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことを検討していることに

ついて、周知依頼がありました。 
各都道府県税務担当部局におかれては、貴都道府県内の関係部局等（各種補助金や助

成金等の担当部局。以下同じ。）に対して、各都道府県市区町村担当部局におかれては、

貴都道府県内の市区町村税務担当部局に対して周知いただくとともに、市区町村の税務

担当部局から関係部局等に対して、周知いただくよう御協力をお願いいたします。 
 

 

 

 

 

御中 

【連絡先】 

総務省自治税務局市町村税課 

 担 当：佐久間、井上 

 電 話：03-5253-5669（直通） 



官 総 ６ － 4 7 

令和５年 10 月 18 日 

総務省自治税務局市町村税課長 殿 

国税庁長官官房総務課長 

（ 官 印 省 略 ） 

申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関する御周知について（依頼） 

 税務行政につきましては、平素より格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 国税庁においては、政府の「デジタル社会実現に向けた重点計画」（令和５年６月９日閣議

決定）等を踏まえ、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行か

ずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し

等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し（税務行政のＤＸ）を進めていると

ころです。 

令和４年度の e-Tax 利用率は、所得税申告で 65.7％、法人税申告で 91.1％に達しており、

今後も e-Tax の利用拡大が更に見込まれることなど、ＤＸの取組の進捗も踏まえ、国税に関

する手続等の見直しの一環として、書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつ

を行わないことを検討しております。 

 本件については、令和６年４月以降に実施することを検討していましたが、十分な周知期

間を確保する観点から、令和７年１月から実施することを検討しています。 

申告書を提出した事実等については、電子申告（e-Tax）の方は、受信通知による確認が可

能です。また、書面申告の方も含め、申告書等情報取得サービスや保有個人情報の開示請求、

納税証明書の交付請求、閲覧申請による確認も可能です。 

また、各都道府県及び市区町村におかれましては、各種の補助金・助成金等の申請を受け

付ける際に、当該補助金・助成金等の申請者に対して、税務署の収受日付印の押なつされた

申告書等の控えを申請に関連する書類として求めている場合がありますが、上記のとおり、

令和７年１月以降、税務署において申告書等の控えへの収受日付印の押なつを行わないこと

とした場合、当該申請者は収受日付印の押なつされた申告書等の控えを保有しないこととな

ります。 

つきましては、税務の観点だけでなく、このような観点からも各都道府県及び市区町村の

関係部署等へ上記内容を御周知いただきますようお願い申し上げます。 

本件について御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

別添

010886
長方形
















